
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



※支援対象となる団体または個人（１人でも可） 

県が管理する道路で１００ｍ以上にわたり美化活

動（清掃・除草・植栽）を行っている方 

※申込みに必要な書類はお問い合わせください。  

※活動される方は次の点に特に注意してください 

・車道での作業は極力避けること 

・交通の妨げにならないこと 

・ゴミの分別はその市町村の取扱いに従うこと 

支援内容の主なもの 

・ゴミ袋 ・傷害保険  

・軍手  ・ｻｲﾝﾎﾞｰﾄﾞ 

・ほうき ・苗 

・ちりとり ｅｔｃ 

【申込みから支援までの流れ】 

 

 

①申込書に必要事項を記入のうえ提出 

 

       

        

 

②申込内容を審査し協定を締結 

 

 

 

 

③あらかじめ用意しているメニューの中から希望する支援を受ける 

 

 詳しくは、最寄りの下記広域本部（土木部維持管理課）、地域振興局（土木部維持管理調整課）、

または県庁道路保全課へお問合せください。 

○ 県庁道路保全課（代表 096-333-2495） 

○ 宇城地域振興局（代表 0964-32-2110） 

○ 鹿本地域振興局（代表 0968-44-5152）         

○ 阿蘇地域振興局（代表 0967-22-1118）         

○ 県南広域本部 （代表 0965-33-4166）         

○ 球磨地域振興局（代表 0966-24-4119）         

○ 玉名地域振興局（代表 0968-74-2143） 

○ 県北広域本部 （代表 0968-25-2167） 

○ 上益城地域振興局（代表 0967-72-1109） 

○ 芦北地域振興局（代表 0966-82-2530） 

○ 天草広域本部 （代表 0969-22-4672） 


